
 

 

多摩スポーツセンターの開館（平成２３年３月２６日） 

  

川崎市では各区に１館スポーツセンターを建設する『地区スポーツセンター構想』を昭

和５８年に策定し、地域のスポーツ施設整備に取り組んできました。 

多摩区のスポーツセンターは、７区の中で一番最後の整備となりましたが、建設・運営

にＰＦＩ手法（※１）を取り入れ、またスポーツセンターとしては唯一、屋内温水プール

を備えた施設となっています。 

 

＜議会での審議経過と市の取り組み＞ 

（１）施設整備について 

【平成１７年第１回定例会（３月）】 

多摩スポーツセンターの早期建設と、高齢者や障害者の利用に配慮して温水プール

の併設を求める請願を全会一致で趣旨採択 

 

【平成１８年第４回定例会（１２月）】 

ＰＦＩ手法の導入を検討するということですが、建設に当たり区民からの要望が強

い温水プールの設置について、しっかりと位置づけるべきだと考えます。 

 

年度内に事業方式や施設内容などを決定したいと考えていますが、プールの建設費、

利用者の需要予測、費用対効果などについても検討を進めています。 

 

    【平成１９年第１回定例会（２月）】 

プールについては、特に障害者の方々が利用しやすいよう、ハード・ソフトの両面

から配慮されなければなりません。また、施設全体を障害者、高齢者にとって利用し

やすいものとすることが必要だと思います。 

 

ハートビル法（※２）に基づきバリアフリー構想を導入するとともに、運営面や管

理面も考慮し、障害者、高齢者を対象としたスポーツ事業も検討していきます。 

 

取り組みとしては・・・  

  ・障害のある方もスムーズに入れるよう 

温水プールにスロープが設置されました。 

・１、２階とも段差のない施設づくりなど、 

誰もが無理なく利用できる 

ユニバーサルデザイン（※３）が徹底されました。 
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（２）巡回バスの運行ついて 

    【平成１９年第１回定例会（２月）】 

    多摩スポーツセンターは、最寄り駅からかなりの距離があります。スポーツセンタ

ーと周辺駅とをつなぐ循環バスの取り組みについてはどう考えていますか。 

 

循環バスについては今後検討し、施設の建設及び運営の基準を示す業務要求水準書

（※４）に反映していきたいと考えています。 

 

【平成２１年第４回定例会（１２月）】 

多摩スポーツセンターは、市民の健康づくりを推進していくための施設であり、温

水プールも併設することから高齢者の方の利用も見込まれます。施設としても高齢者

の利用を促進していく必要があり、交通アクセスについて配慮が必要であると思いま

すが、循環バスや送迎バスなどの計画はありますか。 

 

ＰＦＩ事業者から施設利用者の利便性向上に向けた事業計画として、周辺地域を循

環する利用者向けの送迎バスを導入し、利用促進を図るという提案を受けており、こ

の提案の具体的な実施計画について、事業者と検討しているところです。 

 

 

取り組みとしては・・・  

火曜、水曜、木曜、金曜日の４日間で巡回バスが運行されることになりました。 

＜運行本数＞ 

中野島駅周辺経路 ９本運行  生田駅周辺経路 ８本運行 

＜往復料金＞ 

スポーツ教室受講者 大人２５０円 子ども（小学生まで）２００円 

スポーツ教室受講者以外の利用者 大人３００円 子ども２００円 

 

（３）周辺環境の整備ついて 

    【平成２２年第３回定例会（６月）】 

  これまでの地元説明会の中で、スポーツセンター本館と西菅公園の間の道路は片側

歩道であり、西菅公園側にも歩道の設置を求める声が出されていました。 

安全性の観点から議会でも整備を求めていましたが、どうなりましたか。 

 

スポーツセンターのオープンに合わせ、テニスコート横から建設センター入口信号

付近までの道路に沿って、公園内に新たな通路の整備を予定しています。 
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取り組みとしては・・・ 

道路に沿って西菅公園内野球場のレフト側から 

建設センター入口信号までの約７０メートルが、 

景観と歩きやすさに配慮した茶系色の透水性 

アスファルト塗装による新たな公園通路になり 

ました。 

 

 

 

 
 

【開館時間】 

屋内体育施設：９時～２１時３０分 

野球場：４月～１０月 ６時～１８時 

       １１月～３月 ８時～１６時 

テニスコート：９時～２０時３０分 

【休館日】 

 毎月第４月曜日（祝日の場合は翌営業日） 

 １２月２９日～１月３日        ＜利用案内＞ http://kawasaki-tamaspo.com/ 

 

 

＜用語の解説＞ 
※１ ＰＦＩ手法 

公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等を一体として民間に委ねることによって、民

間の資金、経営能力及び技術的能力を積極的に活用し、公共サービスをより一層効果的かつ

効率的に提供しようとする手法。 

 

※２ ハートビル法 

高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進を図ることを目的として、 

平成６年に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進

に関する法律」の略称。 

この法律では、不特定多数の者が利用する建築物を建築する者に対し、障害者等が円滑に

建築物を利用できる措置を講ずることを努力義務として課している。 

 

※３ ユニバーサルデザイン 

障害の有無や性別、年齢、言語、文化を問わず、すべての人にとって使いやすいようにデ

ザインされた製品や情報、施設のこと。 

 

※４ 業務要求水準書 

ＰＦＩ事業への入札参加者に対して、事業に係わる政策目的や求める成果を実現するため

に提供されるべきサービスなど、市が求める業務の水準を示す書類。 

多摩スポーツセンター 


